
JP 5259059 B2 2013.8.7

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１主面、前記第１主面に形成された第１ボンディングリード、及び前記第１主面とは
反対側の第１裏面を有する第１配線基板と、
　演算処理機能を有し、前記第１配線基板の前記第１主面に搭載されたマイコンチップと
、
　第２主面、前記第２主面に形成された端子、前記第２主面とは反対側の第２裏面、及び
前記第２裏面に形成された第２ボンディングリードを有し、前記マイコンチップが搭載さ
れた前記第１配線基板上に配置された第２配線基板と、
　前記第１配線基板の前記第１ボンディングリードと前記第２配線基板の前記第２ボンデ
ィングリードとを電気的に接続する第１バンプ電極と、
　前記第１配線基板の前記第１裏面に配置された第２バンプ電極と、
　前記第２配線基板の前記第２主面と前記第２配線基板の前記第２裏面との間に配置され
た第１メモリチップと、
　前記第２配線基板の前記第２主面と前記第２配線基板の前記第２裏面との間において、
前記第１メモリチップ上に配置された第２メモリチップと、を含み、
　前記マイコンチップは、前記第１配線基板の内部に形成された第１内部配線を介して前
記第１ボンディングリードと電気的に接続され、
　前記マイコンチップは、前記第１配線基板の内部に形成された第２内部配線を介して前
記第２バンプ電極と電気的に接続され、
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　前記第１メモリチップは、前記第２配線基板の内部に形成された第３内部配線を介して
前記第２ボンディングリードと電気的に接続され、
　前記第２メモリチップは、前記第２配線基板の内部に形成された第４内部配線を介して
前記第２ボンディングリードと電気的に接続されており、
　前記マイコンチップは、前記第１及び第２メモリチップと外部機器とのインタフェース
であり、
　前記第１及び第２メモリチップのそれぞれは、外部クロック信号の立ち上がりと立ち下
がりの両方に同期してデータを転送するダブル・データ・レート・シンクロナスＤＲＡＭ
であることを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　請求項１記載の半導体装置において、前記マイコンチップと前記第１及び第２メモリチ
ップのそれぞれは、前記第１ボンディングリード、前記第１バンプ電極、及び前記第２ボ
ンディングリードを介して電気的に接続されていることを特徴とする半導体装置。
【請求項３】
　請求項２記載の半導体装置において、前記第１メモリチップの第１電極パッドから前記
第２ボンディングリードまでの第１距離と、前記第２メモリチップの第２電極パッドから
前記第２ボンディングリードまでの第２距離は等しいことを特徴とする半導体装置。
【請求項４】
　請求項３記載の半導体装置において、前記第１距離と前記第２距離の差の許容範囲は、
±１ｍｍ以内であることを特徴とする半導体装置。
【請求項５】
　請求項１記載の半導体装置において、前記端子は、前記第２配線基板の内部に形成され
た第５内部配線を介して、前記第１配線基板と前記第２配線基板との間に設けられた第３
バンプ電極と電気的に接続されていることを特徴とする半導体装置。
【請求項６】
　請求項５記載の半導体装置において、前記端子は、前記第５内部配線、前記第３バンプ
電極、及び前記第１配線基板の内部に形成された第６内部配線を介して、前記第１配線基
板の前記第１裏面に形成された第４バンプ電極と電気的に接続されていることを特徴とす
る半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置に関し、特に、マイコンチップとメモリチップを有する半導体装
置に適用して有効な技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　上面に半導体素子が実装されている第１の配線基板と、この第１の配線基板と電気的に
接続される複数の電極端子を介して第１の配線基板の上に積層される第２の配線基板と、
該半導体素子の周囲に配設され、かつ第１の配線基板及び第２の配線基板に設けられた接
地配線層と接続された導体支持部材を有する技術がある（例えば、特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００５－１９５６８号公報（図１）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　複数の半導体チップを有する半導体装置の一例として、演算処理機能を有する半導体チ
ップ（以降、マイコンチップともいう）と、メモリ回路を有する半導体チップ（以降、メ
モリチップともいう）が配線基板上に搭載されたＳＩＰ（System In Package)と呼ばれる
半導体装置が知られている。
【０００４】
　なお、半導体装置の高機能化に伴い、ＳＩＰでも更なる小型化、薄型化が要求されてい
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る。ＳＩＰでは、メモリチップは、複数個搭載されている場合が多く、したがって、チッ
プ積層型の構造を採用する場合が多い。例えば、配線基板上にメモリチップを多段積層し
、各半導体チップと配線基板がワイヤボンディングによって電気的に接続されている。
【０００５】
　一方、マイコンチップは、メモリチップと外部のインタフェースの役割をするため、メ
モリチップよりも実装基板に近い位置に配置することが好ましい。
【０００６】
　そこで、上段の基板上に複数のメモリチップを積層配置するとともに、下段の基板上に
マイコンチップを搭載して半導体装置の小型化を図る技術が前記特許文献１（特開２００
５－１９５６８号公報）に開示されている。
【０００７】
　また、ＳＩＰでは、マイコンチップに対して複数のメモリチップが搭載されており、近
年ではシステムの高速化に伴って、メモリチップはＤＤＲ（Double Date Rate）方式を採
用した高速対応のＳＤＲＡＭ（Synchronous Dynamic Random Access Memory) が使用され
る。ＤＤＲ方式は、各回路間で同期を取る際に、外部クロック信号の立ち上がり時と立ち
下がり時の両方を利用する方式である。処理動作としては、データ信号がマイコンチップ
からそれぞれのメモリチップに送信される。そして、再びメモリチップから戻ってくる信
号のタイミングが、ほぼ同時にマイコンチップに戻ってくれば、実行されたことになる。
そのため、１つのマイコンチップと複数のメモリチップとをそれぞれ電気的に接続する配
線の等長化が要求される。
【０００８】
　しかしながら、前記特許文献１に記載された構造では、上段の基板上に積層配置された
複数のメモリチップの基板との接続において、バンプ接続とワイヤ接続が混在しており、
配線の等長化が図れないことが問題である。
【０００９】
　なお、基板内に複数の半導体チップを埋め込む構造は考案されているが、この構造の場
合、基板の材質（樹脂）と半導体チップの材質（Ｓｉ）の熱膨張係数の差によって基板に
反りが発生し易く、この基板のはんだ接続が困難なことが問題である。
【００１０】
　本発明の目的は、マイコンチップと複数のメモリチップを有する半導体装置において複
数のメモリチップの配線の等長化を図ることができる技術を提供することにある。
【００１１】
　本発明の他の目的は、複数のメモリチップが埋め込まれた基板のはんだ接続を可能にす
ることができる技術を提供することにある。
【００１２】
　本発明の前記ならびにその他の目的と新規な特徴は、本明細書の記述および添付図面か
ら明らかになるであろう。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本願において開示される発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば、以下の
とおりである。
【００１４】
　すなわち、本発明は、第１主面、前記第１主面に形成された第１ボンディングリード、
及び前記第１主面とは反対側の第１裏面を有する第１配線基板と、演算処理機能を有し、
前記第１配線基板の前記第１主面に搭載されたマイコンチップと、第２主面、前記第２主
面に形成された端子、前記第２主面とは反対側の第２裏面、及び前記第２裏面に形成され
た第２ボンディングリードを有し、前記マイコンチップが搭載された前記第１配線基板上
に配置された第２配線基板と、前記第１配線基板の前記第１ボンディングリードと前記第
２配線基板の前記第２ボンディングリードとを電気的に接続する第１バンプ電極と、前記
第１配線基板の前記第１裏面に配置された第２バンプ電極と、前記第２配線基板の前記第
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２主面と前記第２配線基板の前記第２裏面との間に配置された第１メモリチップと、前記
第２配線基板の前記第２主面と前記第２配線基板の前記第２裏面との間において、前記第
１メモリチップ上に配置された第２メモリチップと、を含み、前記マイコンチップは、前
記第１配線基板の内部に形成された第１内部配線を介して前記第１ボンディングリードと
電気的に接続され、前記マイコンチップは、前記第１配線基板の内部に形成された第２内
部配線を介して前記第２バンプ電極と電気的に接続され、前記第１メモリチップは、前記
第２配線基板の内部に形成された第３内部配線を介して前記第２ボンディングリードと電
気的に接続され、前記第２メモリチップは、前記第２配線基板の内部に形成された第４内
部配線を介して前記第２ボンディングリードと電気的に接続されており、前記マイコンチ
ップは、前記第１及び第２メモリチップと外部機器とのインタフェースであり、前記第１
及び第２メモリチップのそれぞれは、外部クロック信号の立ち上がりと立ち下がりの両方
に同期してデータを転送するダブル・データ・レート・シンクロナスＤＲＡＭであること
を特徴とする半導体装置。
【発明の効果】
【００１６】
　本願において開示される発明のうち、代表的なものによって得られる効果を簡単に説明
すれば、以下のとおりである。
【００１７】
　マイコンチップと複数の高速のメモリチップを有する半導体装置において、複数のメモ
リチップの配線の等長化を図ることができる。
【００１８】
　また、第１配線基板の複数の第１ボンディングリード上にはんだペーストを塗布してお
くことにより、第１バンプ電極とはんだペーストを接続して第１配線基板上に第２配線基
板を実装することができ、複数のメモリチップが埋め込まれた反り易い第２配線基板のは
んだ接続を可能にすることができる。これにより、マイコンチップが搭載された反りにく
い第１配線基板は下に配置し、かつ反り易い第２配線基板を第１バンプ電極を介して第１
配線基板上に実装することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下の実施の形態では特に必要なとき以外は同一または同様な部分の説明を原則として
繰り返さない。
【００２０】
　さらに、以下の実施の形態では便宜上その必要があるときは、複数のセクションまたは
実施の形態に分割して説明するが、特に明示した場合を除き、それらはお互いに無関係な
ものではなく、一方は他方の一部または全部の変形例、詳細、補足説明などの関係にある
。
【００２１】
　また、以下の実施の形態において、要素の数など（個数、数値、量、範囲などを含む）
に言及する場合、特に明示した場合および原理的に明らかに特定の数に限定される場合な
どを除き、その特定の数に限定されるものではなく、特定の数以上でも以下でも良いもの
とする。
【００２２】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、実施の形態を説明
するための全図において、同一の機能を有する部材には同一の符号を付し、その繰り返し
の説明は省略する。
【００２３】
　（実施の形態１）
　図１は本発明の実施の形態１の半導体装置の構造の一例を模式的に示す断面図、図２は
図１に示す半導体装置の等長配線構造を模式的に示す部分構造図、図３は図１に示す半導
体装置を基板ごとに展開して構造を示す平面図、図４は本発明の実施の形態１の変形例の
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半導体装置の構造を模式的に示す断面図である。また、図５は図１に示す半導体装置の上
段側パッケージの構造を示す断面図、図６は図１に示す半導体装置の下段側パッケージの
構造を示す断面図、図７は図４に示す半導体装置の下段側パッケージの構造を示す断面図
、図８は本発明の実施の形態１の変形例の半導体装置の構造を模式的に示す断面図、図９
は本発明の実施の形態１の変形例の半導体装置の構造を模式的に示す断面図である。さら
に、図１０は図８に示す半導体装置を基板ごとに展開して構造を示す平面図、図１１は本
発明の実施の形態１の変形例の半導体装置の構造を模式的に示す断面図、図１２は本発明
の実施の形態１の変形例の半導体装置の構造を模式的に示す断面図である。
【００２４】
　図１～図３に示す本実施の形態１の半導体装置は、複数の半導体チップを有するもので
あり、複数の半導体チップが内蔵された基板を有する半導体パッケージである。本実施の
形態１では、前記半導体装置の一例として、ＳＩＰ１を取り上げて説明する。
【００２５】
　ＳＩＰ１の構成について説明すると、主面（第1主面）４ａと主面４ａに対向する裏面
（第１裏面）４ｂを有する第１配線基板４と、第１配線基板４の主面４ａ上に搭載された
マイコンチップ３と、主面（第２主面）５ａと主面５ａに対向する裏面（第2裏面）５ｂ
を有し、かつマイコンチップ３上に配置された第２配線基板５と、第１配線基板４と第２
配線基板５とを電気的に接続する複数の第１はんだバンプ（第１バンプ電極）３４とから
成る。さらに、第１配線基板４の裏面４ｂには、ＳＩＰ１の外部端子として複数の第２は
んだバンプ（第２バンプ電極）３５が格子状に配置されている。
【００２６】
　すなわち、ＳＩＰ１は、第１配線基板４と、第１配線基板４上に搭載されたマイコンチ
ップ３と、マイコンチップ３上に配置された第２配線基板５と、第１配線基板４と第２配
線基板５を接続する複数の第１はんだバンプ３４と、第１配線基板４の裏面４ｂに設けら
れた複数の第２はんだバンプ３５とを有し、第１配線基板４を有するパッケージ完結構造
上に第２配線基板５を有するパッケージ完結構造が搭載された、所謂ＰＯＰ（Package on
 Package）構造である。
【００２７】
　さらに、第２配線基板５の内部には高速の第１メモリチップ２と第２メモリチップ６が
積層した状態で内蔵されており、第２配線基板５内で第１メモリチップ２の配線と第２メ
モリチップ６の配線が等長化されている。
【００２８】
　ＳＩＰ１の構造について詳細に説明すると、第１配線基板４上に複数の第１はんだバン
プ３４を介して第２配線基板５が搭載されており、かつ第１配線基板４の主面４ａと第２
配線基板５の裏面５ｂとの間の領域に、演算処理機能を備えたマイコンチップ３が配置さ
れている。図３に示すようにマイコンチップ３は、第１配線基板４上でその略中央に配置
され、第１配線基板４の主面４ａに形成された複数の第1ボンディングリード４ｃのうち
マイコンチップ３用の複数のボンディングリード（図示しない）と、例えば複数の金バン
プ３６を介してフリップチップ接続されている。すなわち、マイコンチップ３は、図１に
示すように、その主面３ａを下方に向け、裏面３ｂを上方に向けて搭載されている。さら
に、そのフリップチップ接続部にアンダーフィル３７が充填され、このアンダーフィル３
７によって保護されている。ここで、マイコンチップ３をＡｕバンプ３６を介してフリッ
プチップ接続することで、狭ピッチ化に対応することが可能である。
【００２９】
　また、第１配線基板４と第２配線基板５を接続する第１はんだバンプ３４は、図３に示
すようにマイコンチップ３の外側周囲に配置されている。その際、図１に示すＳＩＰ１で
は、第１配線基板４と第２配線基板５の平面方向の大きさが同じであるため、複数の第１
はんだバンプ３４は、図３に示すように第１配線基板４及び第２配線基板５の周縁部に並
んで配置されている。更に説明すると、複数の第1はんだバンプ３４は、第1配線基板４の
主面４ａ上に搭載されたマイコンチップ３の周囲に並んで配置されている。
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【００３０】
　また、第２配線基板５は、それぞれにメモリ回路を備えた第１メモリチップ２と第２メ
モリチップ６を内蔵しており、その際、図１に示すように第２メモリチップ６は、第１メ
モリチップ２上に配置されている。すなわち、第１メモリチップ２及び第２メモリチップ
６は、第２配線基板５内に埋め込まれており、その際、第１メモリチップ２上に第２メモ
リチップ６が積層されている。なお、第１メモリチップ２及び第２メモリチップ６とも、
主面２ａ，６ａ及び裏面２ｂ，６ｂがそれぞれ同じ方向を向いて積層されている。
【００３１】
　このように本実施の形態１のＳＩＰ１では、下段側として、図６に示すように第１配線
基板４上にマイコンチップ３が搭載されたパッケージ完結構造となっており、さらに、上
段側として、図５に示すように第２配線基板５内に第１メモリチップ２と第２メモリチッ
プ６が内蔵されたパッケージ完結構造となっており、両方のパッケージ完結構造を積層し
た構造（以降、オンパック構造ともいう）となっている。
【００３２】
　したがって、メモリチップ関係のテストと、マイコンチップ関係のテストをそれぞれ独
立したパッケージ完結構造にて実施できるため、良品同士を組み合わせて積層することで
ＳＩＰ１の組み立てにおける歩留りを向上させることができる。
【００３３】
　また、メモリチップ関係のパッケージ構造と、マイコンチップ関係のパッケージ構造と
を自由自在に組み合わせることが可能なため、バリエーションを多数組むことができ、種
々の構造を実現できる。その際、テスト後に、組み合わせをユーザ側で選択することも可
能になる。
【００３４】
　なお、ＳＩＰ１の上段側に配置された第２配線基板５に内蔵されている第１メモリチッ
プ２及び第２メモリチップ６は、例えば、ダブル・データ・レート・シンクロナスＤＲＡ
Ｍ（Double Data Rate SDRAM) である。ダブル・データ・レート・シンクロナスＤＲＡＭ
は、ＳＤＲＡＭの同期タイミングを強化し、転送レートが２倍となるようにした高速対応
のＳＤＲＡＭであり、外部クロック信号の立ち上がりと立ち下がりの両方に同期してデー
タを転送するものである。
【００３５】
　したがって、第１メモリチップ２と第２メモリチップ６において、外部クロック信号の
立ち上がりと立ち下がりの両方を使用するため、極めて短いタイミングを合わせる必要が
あり、本実施の形態１では、第２配線基板５の内部において、第１メモリチップ２と接続
する内部配線５ｄと、第２メモリチップ６と接続する内部配線５ｄとの等長化が図られて
いる。
【００３６】
　すなわち、図２に示すように、第２配線基板５の内部配線５ｄにおいて、第１メモリチ
ップ２の第１電極パッド２ｃからこの第１電極パッド２ｃに対応する第２配線基板５の第
２ボンディングリード５ｃまでの第１距離５ｅと、第２メモリチップ６の第２電極パッド
６ｃからこの第２電極パッド６ｃに対応する第２ボンディングリード５ｃまでの第２距離
５ｆとが略等しい長さになっている。
【００３７】
　これにより、第１メモリチップ２及び第２メモリチップ６において、内部配線５ｄの等
長化が図られているため、外部クロック信号の立ち上がりと立ち下がりの両方に同期して
データを転送することができる。
【００３８】
　なお、内部配線５ｄの等長化に関して、第１距離５ｅと第２距離５ｆの差の許容範囲は
、例えば、±２ｍｍ以内、好ましくは±１ｍｍ以内である。
【００３９】
　ここで、ＳＩＰ１では、マイコンチップ３は、システムの外部と、システムの内部に設
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けられた第１メモリチップ２や第２メモリチップ６との間を仲介してデータの入出力を制
御している。すなわち、アドレス、コマンド、クロック等の情報を複数のメモリチップと
の間でやり取りしている。そのため、図１に示すように、マイコンチップ３と第1メモリ
チップ２及び第２メモリチップ６のそれぞれは、複数の第1ボンディングリード４ｃ、複
数の第1はんだバンプ３４、及び複数の第２ボンディングリード５ｃを介して電気的に接
続されている。このとき、マイコンチップ３の複数の金バンプ３６が電気的に接続される
マイコンチップ用のボンディングリードと、複数の第1はんだバンプ３４と電気的に接続
される複数の第1ボンディングリード４ｃは、それぞれ電気的に接続されている。
【００４０】
　本実施の形態１のＳＩＰ１では、マイコンチップ３を下段側、メモリチップを上段側に
配置している。
【００４１】
　なぜなら、第２配線基板５では、２つの薄い第１メモリチップ２と第２メモリチップ６
が内蔵されるため、内部に半導体チップを搭載していない第１配線基板４よりも反り易い
。つまり、基板とチップの熱膨張係数の差から第２配線基板５は第１配線基板４に比べて
反り易いので、第2配線基板５を下段側に配置した場合、第2配線基板５の表面（主面５ａ
）の平坦性が確保できず、上段側に積層しようとする第1配線基板４の実装不良が発生し
易い。しかしながら、ＳＩＰ１の組み立ての際の第１配線基板４と第２配線基板５のはん
だ接続において、予め、第１配線基板４の第１ボンディングリード４ｃ上にはんだペース
ト４６（迎えはんだ）を塗布しておき（図３５参照）、このはんだペースト４６と第１は
んだバンプ３４を接続することで、第２配線基板５が反っている場合であっても第１配線
基板４と第２配線基板５を接続をすることができる。従って、反りの少ない第１配線基板
４を下側に配置するため、ユーザ側でのＳＩＰ１の実装も可能になる。
【００４２】
　また、マイコンチップ３は、メモリチップに比較して遥かにピン数が多く、かつ発熱量
も多い。すなわち、マイコンチップ３は、信号の送受信の外部との仲介役であるとともに
、ピン数が多くかつ発熱量も多い。しかしながら、下段の第１配線基板４上に搭載するこ
とで、ＳＩＰ１が実装される実装基板に第２はんだバンプ３５を介して熱を逃がすことが
できる。
【００４３】
　以上のように本実施の形態１のＳＩＰ１は、第２配線基板５に第１メモリチップ２及び
第２メモリチップ６が内蔵され、かつ第２メモリチップ６が第１メモリチップ２上に配置
されているとともに、第１メモリチップ２及び第２メモリチップ６は、外部クロック信号
の立ち上がりと立ち下がりの両方に同期してデータを転送する高速のメモリチップである
。このような複数の高速のメモリチップが内蔵された第２配線基板５において、これらの
メモリチップ（第１メモリチップ２及び第２メモリチップ６）の配線の等長化を図ること
ができる。
【００４４】
　さらに、反り易いチップ内蔵の第２配線基板５が上段側に配置されているため、マイコ
ンチップ３から発せられる熱を外部端子である第２はんだバンプ３５を介して実装基板に
逃がすことができる。
【００４５】
　次に、本実施の形態１の変形例について説明する。図４に示す変形例のＳＩＰ１は、下
段側の第１配線基板４上に半導体チップを積層して実装するものである。第１配線基板４
上に積層されている下段の半導体チップは、フリップチップ接続されたマイコンチップ３
である。したがって、このマイコンチップ３は、第１配線基板４の第１内部配線４ｅを介
して第１はんだバンプ３４や第２はんだバンプ３５と電気的に接続されている。
【００４６】
　また、図４に示すＳＩＰ１の第１配線基板４上に積層されている上段の半導体チップは
、マイコンチップ３であってもメモリチップ４０であってもどちらでもよく、ワイヤ３８
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を介して第１配線基板４の主面４ａ上の端子４ｄと電気的に接続されている。第２配線基
板５に内蔵されている第１メモリチップ２や第２メモリチップ６ほど高速処理を必要とし
ないため、第１内部配線４ｅとは分離された第２内部配線４ｆを介して端子４ｄが第２は
んだバンプ３５と接続されている。なお、下段のマイコンチップ３と上段のメモリチップ
４０、及びワイヤ３８は、封止体３９によって樹脂封止されている。
【００４７】
　また、図４に示すＳＩＰ１においても、下段側として、図７に示すように第１配線基板
４上にマイコンチップ３とメモリチップ４０が積層されたパッケージ完結構造となってお
り、さらに、上段側として、図５に示すように第２配線基板５内に第１メモリチップ２と
第２メモリチップ６が内蔵されたパッケージ完結構造となっており、両方のパッケージ完
結構造を積層した構造（オンパック構造）となっている。
【００４８】
　したがって、メモリチップ関係のテストと、マイコンチップ関係のテストをそれぞれ独
立したパッケージにて実施できるため、良品同士を組み合わせて積層することで図４に示
すＳＩＰ１の組み立てにおける歩留りを向上させることができる。
【００４９】
　次に、図８に示す変形例のＳＩＰ１は、図１０に示すように上下段の基板のサイズが異
なっているものであり、下段に配置される第１配線基板４の方が上段に配置される第２配
線基板５より遥かに大きなものとなっている。さらに、図８に示すように、第２配線基板
５と、第１配線基板４の第２配線基板５から迫り出した箇所が放熱板４１によって覆われ
ており、ＳＩＰ１の放熱性を向上させることができる。放熱板４１は、第１配線基板４の
主面４ａの周縁部に接着剤４２を介して固着されている。
【００５０】
　また、図９に示す変形例のＳＩＰ１は、第１配線基板４の第２配線基板５から迫り出し
た箇所のみに接着剤４２を介して放熱板４１が固着されているものであり、これによって
もＳＩＰ１の放熱性を向上させることができる。
【００５１】
　また、図１１に示す変形例のＳＩＰ１は、第１配線基板４上に第２配線基板５を積層し
、さらに第２配線基板５上に第３はんだバンプ４４を介して第３配線基板４３が積層され
ているものである。第３配線基板４３上には、例えば、その下段にはマイコンチップ４５
が金バンプ３６を介してフリップチップ接続され、さらにその上にメモリチップ４０が積
層されており、メモリチップ４０は、ワイヤ３８を介して第３配線基板４３に電気的に接
続されている。第３配線基板４３上のマイコンチップ４５及びメモリチップ４０やワイヤ
３８は、封止体３９によって樹脂封止され、さらに、封止体３９の表面には放熱板４１が
貼り付けられている。
【００５２】
　また、図１２に示す変形例のＳＩＰ１は、第１メモリチップ２と第２メモリチップ６が
埋め込まれた第２配線基板５の主面５ａ上に、例えば、メモリチップ４０（マイコンチッ
プ４５でもよい）が搭載されたものであり、このメモリチップ４０がワイヤ３８を介して
第２配線基板５の主面５ａの端子５ｇと電気的に接続されている。メモリチップ４０は、
第２配線基板５に内蔵されている第１メモリチップ２や第２メモリチップ６ほど高速処理
を必要としないため、第２配線基板５の内部配線５ｄとは分離された他の内部配線５ｈを
介して端子５ｇが第１はんだバンプ３４と接続され、さらに、第１はんだバンプ３４が第
１配線基板４の第２内部配線４ｆを介して第２はんだバンプ３５と接続されている。
【００５３】
　なお、第２配線基板５の主面５ａ上において、メモリチップ４０やワイヤ３８は、封止
体３９によって樹脂封止され、さらに、封止体３９の表面には放熱板４１が貼り付けられ
ているとともに、第１配線基板４の第２配線基板５から迫り出した周縁部にも放熱板４１
が貼り付けられている。
【００５４】
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　このように図１１及び図１２にそれぞれ示す変形例のＳＩＰ１は、多層のオンパック構
造のパッケージであり、図１に示すＳＩＰ１と同様の効果を得ることができるとともに、
より多数の半導体チップ（メモリチップ４０やマイコンチップ４５等）を搭載しているこ
とにより、さらに機能を向上させたＳＩＰ１を実現できる。
【００５５】
　次に、本実施の形態１の図１に示すＳＩＰ１の組み立てについて説明する。
【００５６】
　図１３～図１８はそれぞれ図１に示す半導体装置の組み立てにおける内蔵チップの形成
方法の一例を示す部分断面図、図１９～図２１はそれぞれ図１に示す半導体装置の組み立
てにおけるチップ埋め込み方法の一例を示す部分断面図、図２２～図２５はそれぞれ変形
例のチップ埋め込み方法を示す部分断面図である。また、図２６は図１に示す半導体装置
の組み立てにおけるチップ埋め込み方法の一例を示す部分断面図、図２７は図１に示す半
導体装置の組み立てにおける内蔵チップの積層方法の一例を示す部分断面図、図２８は図
１に示す半導体装置の組み立てにおける内蔵チップの積層後の基板の構造の一例を示す裏
面図、図２９は図２８のＡ－Ａ線に沿って切断した構造の一例を示す断面図である。さら
に、図３０は図１に示す半導体装置の組み立てにおける第１バンプ電極の取り付け後の構
造の一例を示す部分断面図、図３１は変形例の第１バンプ電極の取り付け後の構造を示す
部分断面図、図３２は図１に示す半導体装置の組み立てにおける基板個片化及びテスト完
了後の構造の一例を示す断面図、図３３は図１に示す半導体装置の組み立てにおける下側
パッケージのテスト完了後の構造の一例を示す部分断面図である。
【００５７】
　また、図３４は図１に示す半導体装置の組み立て完了後の構造の一例を示す部分断面図
、図３５は図１に示す半導体装置の組み立てにおける迎えはんだ形成時の構造の一例を示
す部分断面図、図３６～図３８はそれぞれ変形例の下側パッケージのテスト完了後の構造
を示す部分断面図、図３９は変形例の半導体装置の組み立てにおける第１バンプ電極の取
り付け後の構造を示す部分断面図である。
【００５８】
　まず、図１３に示すように、Ｓｉベース７上にデバイス層８が形成され、さらにデバイ
ス層８上に第１電極パッド２ｃとパッシベーション膜１０が形成されたデバイスにおいて
、プローブ検査とヒューズ９の切断を行って良品のデバイスを取得する。
【００５９】
　その後、図１４に示すように、第１電極パッド２ｃ及びパッシベーション膜１０上に電
極層であるシード層１２を形成する。
【００６０】
　その後、図１５に示すように、シード層１２上にレジスト膜１３を形成し、その後、第
１電極パッド２ｃ上のレジスト膜１３を所定形状で除去した後、第１電極パッド２ｃ上の
シード層１２上にＣｕ電極１４を形成する。
【００６１】
　その後、図１６に示すように、Ｃｕ電極１４の周囲のレジスト膜１３及びシード層１２
を除去し、第１電極パッド２ｃ上のＣｕ電極１４を完成させる。なお、Ｃｕ電極１４の形
成についてはスパッタ法等の他の方法で形成してもよい。
【００６２】
　その後、図１７に示すように、Ｓｉベース裏面を研磨して薄膜化デバイス３３を形成す
る。
【００６３】
　その後、ダイシングによる個片化を行って図１８に示す第１メモリチップ２を取得する
。
【００６４】
　その後、図１９に示すように、多連の第１ベース基板１５を準備し、さらに、第１ベー
ス基板１５上に樹脂層１７と、凹部であるキャビティ１６を形成する。
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【００６５】
　その後、図１８で形成した第１メモリチップ２を第１ベース基板１５上に形成したキャ
ビティ１６内に配置し、ダイボンド材１８で固着する。
【００６６】
　その後、キャビティ１６内において、図２０に示すように第１メモリチップ２上にエポ
キシ樹脂等からなる絶縁材１９を充填し、さらに、第１メモリチップ２の第１電極パッド
２ｃ上のＣｕ電極１４の上部を開口する。
【００６７】
　その後、レーザ加工等によって樹脂層１７の所定箇所に貫通孔を形成し、続いて図２１
に示すように、めっきによって貫通孔の内壁にスルーホール配線２３を形成するとともに
、その内部に充填材２２を埋め込み、さらにＣｕ電極１４に接続する配線パターンである
導体パターン２０、及び導体パターン２０とスルーホール配線２３を接続するビアパッド
２４を形成する。その際、ビアパッド２４を導体パターン２０によって覆う。
【００６８】
　なお、図２２及び図２３の変形例に示すように、第１ベース基板１５上にチップマウン
ト後、チップ周囲をプリプレグ等の絶縁材１９で覆う構造としてもよく、絶縁材１９で覆
った後に、第１電極パッド２ｃ上のＣｕ電極１４の上部を開口すればよい。開口後、ビア
パッド２４と、このビアパッド２４を覆い、かつＣｕ電極１４と接続する導体パターン２
０を形成する。
【００６９】
　また、図１９に示すキャビティ構造を利用して、図２４及び図２５の変形例に示すよう
に、樹脂層１７の上部にエポキシ樹脂等からなる絶縁材１９を配置しない構造としてもよ
い。すなわち、キャビティ１６内のみに絶縁材１９を充填するものである。
【００７０】
　その後、図２６に示すように、導体パターン２０上にプリプレグ等からなる絶縁層１１
を形成するとともに、ビアパッド２４上にパッド２６を形成する。
【００７１】
　その後、図２７に示すように、第２ベース基板２１を準備する。ここで、第２ベース基
板２１は、樹脂層１７（第１ベース基板１５を含む）とほぼ同じ厚さであり、第２ベース
基板２１の所定箇所にスルーホール配線２３と、このスルーホール配線２３に接続される
ビアパッド２４及び中継パターン２５を形成する。
【００７２】
　その後、図２８及び図２９に示すように、第２ベース基板２１の表面側に、第２メモリ
チップ６が埋め込まれた樹脂層１７（第１ベース基板１５を含む）を配置し、さらに、第
２ベース基板２１の裏面側に、第１メモリチップ２が埋め込まれた樹脂層１７（第１ベー
ス基板１５を含む）を配置し、加熱プレス等によって第２ベース基板２１と表裏両面の樹
脂層１７とをそれぞれ接着する。その際、第２ベース基板２１の表裏両面の第２メモリチ
ップ６と第１メモリチップ２が同じ方向を向くようにそれぞれの樹脂層１７と第２ベース
基板２１とを接着する。
【００７３】
　その結果、第２ベース基板２１を間に介在させた状態で第２メモリチップ６と第１メモ
リチップ２が積層されるとともに、上下のメモリチップの等長配線を行うことができる。
ここでは、図２９に示すように、第２メモリチップ６と第１メモリチップ２にそれぞれ接
続されている導体パターン２０は、それぞれスルーホール配線２３を介してＡ部で中継パ
ターン２５に接続しており、これによって配線の等長化が図られている（図２９における
黒塗り配線が等長化配線となっている）。
【００７４】
　その後、基板の表裏両面にレジスト膜２７を形成する。
【００７５】
　これによって、第１メモリチップ２と第２メモリチップ６が積層されて埋め込まれ、か
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つ等長化配線が形成されたパッケージ完結構造の形成を完了する。
【００７６】
　その後、図３０に示すように、パッケージ完結構造（第２配線基板５）の裏面５ｂのパ
ッド２６（第２ボンディングリード５ｃ）に、第１はんだバンプ３４を接続する。
【００７７】
　なお、図３１に示す変形例は、パッケージ完結構造（第２配線基板５）のパッド２６（
第２ボンディングリード５ｃ）に第１はんだバンプ３４を接続する際に、第１配線基板４
上に第２配線基板５を接続した時に、第１メモリチップ２及び第２メモリチップ６のデバ
イス面が上方を向くようにするものである。すなわち、パッケージ完結構造（第２配線基
板５）の主面５ａのパッド２６（第２ボンディングリード５ｃ）に第１はんだバンプ３４
を接続するものである。これにより、基板が反っていてもその実装性を向上できるととも
に、基板の放熱性を向上させることができる。
【００７８】
　その後、図３２に示すように、ダイシングによって基板の個片化を行って第２配線基板
５を形成し、さらにこのパッケージ完結構造（メモリスタックパッケージ）のメモリテス
トを行う。
【００７９】
　その後、図３３に示すように、マイコンチップ３がフリップチップ接続で搭載され、か
つ第２はんだバンプ３５が接続され、さらにテストが完了した第１配線基板４（パッケー
ジ完結構造）を準備する。
【００８０】
　その後、図３４に示すように、第１はんだバンプ３４を介して上段の第２配線基板５を
有するパッケージ完結構造と、下段の第１配線基板４を有するパッケージ完結構造とを接
続することでＳＩＰ１の組み立てを完了する。
【００８１】
　なお、第１配線基板４と第２配線基板５を接続する際には、熱及び荷重を掛けた状態で
第２配線基板５を第１配線基板４上に実装する。さらに、図３５に示すように、予め第１
配線基板４の第１ボンディングリード４ｃ上に迎えはんだを塗布しておき、前記迎えはん
だと第２配線基板５に接続されている第１はんだバンプ３４とを接続することが好ましい
。すなわち、第１配線基板４の主面４ａの複数の第１ボンディングリード４ｃ上に予め迎
えはんだであるはんだペースト４６を塗布しておき、熱及び荷重を掛けて第１はんだバン
プ３４とはんだペースト４６とを接続して第１配線基板４上に第２配線基板５を実装する
ことが好ましい。
【００８２】
　これは、上段に配置される第２配線基板５には、薄い第１メモリチップ２と第２メモリ
チップ６が積層して埋め込まれているため、基板が反り易い。したがって、上段に配置さ
れる第２配線基板５と下段に配置される第１配線基板４とを接続する際には、下段側の第
１配線基板４の第１ボンディングリード４ｃ上に予めはんだペースト４６（迎えはんだ）
を塗布しておき、熱及び荷重を掛けて第２配線基板５を実装することで、上段側の第２配
線基板５の反りを吸収してはんだ接続を行うことができるためである。熱及び荷重から解
放されると、第２配線基板５は再び反るが、その時には、すでに第１配線基板４と第２配
線基板５は、はんだが硬化して接続を完了しているため、接続不良に至ることは無い。
【００８３】
　したがって、第１配線基板４にはんだペースト４６を塗布せずに、単に、熱及び荷重を
掛けるだけでも良いが、より好ましくは迎えはんだであるはんだペースト４６を予め第１
配線基板４に塗布しておくことで、反り易いチップ内蔵の第２配線基板５をより確実に実
装することができる。
【００８４】
　すなわち、迎えはんだ技術を採用することで、複数のチップ内蔵の反り易い第２配線基
板５を上段に配置してはんだ実装することが可能になる。その結果、マイコンチップ３が
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搭載された反りにくい第１配線基板４は下段に配置し、かつ反り易い第２配線基板５を第
１はんだバンプ３４を介して第１配線基板４上に実装することが可能になるため、ユーザ
側で第２配線基板５の実装を行うことも可能になる。
【００８５】
　次に、図３６は変形例を示すものであり、第１配線基板４上に、例えば、マイコンチッ
プ３とメモリチップ４０を積層して実装した結果、これらチップを樹脂封止する封止体３
９の高さがより高くなってしまう場合がある。そのため、この封止体３９の周囲に第１は
んだバンプ３４を介して別のパッケージを積層するＰＯＰ（Package On Package）構造を
採用できない。そこで、第1配線基板４上の第1ボンディングリード４ｃを封止体３９の上
面よりも高い位置に引出すために、スペーサ基板２８を介在させてテストを行うものであ
る。テスト終了後は、スペーサ基板２８を離脱させて、図３７に示すように、元の第１配
線基板４の構造にもどすことが可能である。
【００８６】
　また、図３８に示す変形例は、第１配線基板４上に積層されたマイコンチップ３とメモ
リチップ４０において、上段のメモリチップ４０と基板とをワイヤ３８を介して接続する
際に、スペーサ基板２８のキャビティ内側に段差部２８ａを設けておき、この段差部２８
ａの電極にワイヤ３８を接続してテストを行うものである。段差部２８ａを設けておけば
、フリップチップ接続されたマイコンチップ３と第1配線基板４との間にアンダーフィル
樹脂を充填しても、メモリチップ４０とワイヤ３８を介して電気的に接続される第1配線
基板４上のボンディングリードがアンダーフィル樹脂で覆われ難くなる。
【００８７】
　また、図３９に示す変形例は、第２配線基板５において第１メモリチップ２と第２メモ
リチップ６を積層した状態で埋め込む際に、両チップを逆向きで積層するものである。す
なわち、第１メモリチップ２の裏面２ｂと第２メモリチップ６の裏面６ｂとが向かい合っ
て積層されており、この構造においても、両チップをそれぞれスルーホール配線２３を介
して中継パターン２５に接続することにより、配線の等長化を図ることができる。
【００８８】
　（実施の形態２）
　図４０は本発明の実施の形態２の半導体装置の構造の一例を模式的に示す断面図、図４
１は図４０に示す半導体装置の上段側パッケージの構造を示す断面図、図４２は図４１に
示す上段側パッケージの基板の内部構造の一例を示す部分断面図である。
【００８９】
　図４０に示す本実施の形態２のＳＩＰ３１は、第２配線基板５に内蔵される半導体チッ
プそれぞれが、貫通孔２ｄ，６ｄ，３０ｃを有するものであり、それぞれの貫通孔２ｄ，
６ｄ，３０ｃ内に導体２９が埋め込まれて配線が等長化されているものである。
【００９０】
　したがって、図４１に示すように、第２配線基板５に第１メモリチップ２と第２メモリ
チップ６と第３メモリチップ３０が積層して埋め込まれており、この構造でパッケージ完
結構造としてメモリテストを行うことが可能である。なお、各チップは、それぞれの主面
２ａ，６ａ，３０ａ及び裏面２ｂ，６ｂ，３０ｂが同一の方向を向いて積層されており、
貫通孔２ｄ，６ｄ，３０ｃに埋め込まれた導体２９を介して電気的に接続されている。
【００９１】
　なお、図４２は、第１メモリチップ２と第２メモリチップ６のみが積層されて埋め込ま
れた第２配線基板５を有するパッケージ完結構造の詳細を示しており、このパッケージ完
結構造においてもチップ厚が薄いため、導体２９を介して配線の等長化を図ることができ
る。その結果、実施の形態１のＳＩＰ１と同様の効果を得ることができる。
【００９２】
　（実施の形態３）
　図４３は本発明の実施の形態３の半導体装置の構造の一例を模式的に透過して示す平面
図、図４４は図４３に示す半導体装置の断面図、図４５乃至図４８はそれぞれ本発明の実
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施の形態３の変形例の半導体装置の構造を模式的に透過して示す平面図と断面図である。
【００９３】
　本実施の形態３の半導体装置（ＳＩＰ３２）は、第１配線基板４上に第２配線基板５を
実装する際に、マイコンチップ３と第２配線基板５を横置き（平置き）に実装するもので
あり、図４３、図４５、及び図４７に示すＳＩＰ３２では、それぞれの内部構造を上方か
ら透過して示している。
【００９４】
　図４３及び図４４は、第１配線基板４上に金バンプ３６を介してフリップチップ接続さ
れたマイコンチップ３の横に、第１メモリチップ２と第２メモリチップ６が積層して埋め
込まれた第２配線基板５を第１はんだバンプ３４を介して実装した構造を示している。第
１配線基板４の裏面側には複数の第２はんだバンプ３５が設けられている。
【００９５】
　図４５及び図４６のＳＩＰ３２では、第１配線基板４上に金バンプ３６を介してフリッ
プチップ接続されたマイコンチップ３が実装され、さらにマイコンチップ３上に、例えば
、メモリチップ４０等が積層されて実装されている。この場合も、マイコンチップ３の横
に、第１メモリチップ２と第２メモリチップ６が積層して埋め込まれた第２配線基板５が
第１はんだバンプ３４を介して実装されており、さらに、第１配線基板４の裏面側には複
数の第２はんだバンプ３５が設けられている。
【００９６】
　図４７及び図４８のＳＩＰ３２は、図４５のＳＩＰ３２のマイコンチップ３上に積層さ
れたメモリチップ４０のさらに上部に放熱板４１が設けられている場合であり、放熱板４
１以外の構造は、図４５のＳＩＰ３２と同様である。
【００９７】
　図４３～図４８に示すＳＩＰ３２においても、第１配線基板４上に実装されたチップ内
蔵の第２配線基板５で複数の半導体チップの配線の等長化を図ることができ、実施の形態
１のＳＩＰ１と同様の効果を得ることができる。
【００９８】
　以上、本発明者によってなされた発明を発明の実施の形態に基づき具体的に説明したが
、本発明は前記発明の実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲
で種々変更可能であることは言うまでもない。
【００９９】
　例えば、前記実施の形態１～３では、上段側の第２配線基板５に２つまたは３つの半導
体チップが積層して内蔵されている場合を説明したが、内蔵される半導体チップの積層数
は、２つ以上であれば何層であってもよい。
【０１００】
　また、例えばマイコンチップ３のフリップチップ接続には、金バンプに限定されるもの
ではなく、半田バンプを使用してもよい。図４３～図４８に示すように、マイコンチップ
３とメモリチップ（第１メモリチップ２と第２メモリチップ６）を内蔵した第２配線基板
５とが平置きに搭載されている場合、それぞれを第１配線基板４上に実装してから、一括
してリフロー処理することが可能であり、Ａｕバンプを使用する場合に比べ、実装工程の
簡略化が可能である。
【産業上の利用可能性】
【０１０１】
　本発明は、マイコンチップとメモリチップを有する電子装置に好適である。
【図面の簡単な説明】
【０１０２】
【図１】本発明の実施の形態１の半導体装置の構造の一例を模式的に示す断面図である。
【図２】図１に示す半導体装置の等長配線構造を模式的に示す部分構造図である。
【図３】図１に示す半導体装置を基板ごとに展開して構造を示す平面図である。
【図４】本発明の実施の形態１の変形例の半導体装置の構造を模式的に示す断面図である



(14) JP 5259059 B2 2013.8.7

10

20

30

40

50

。
【図５】図１に示す半導体装置の上段側パッケージの構造を示す断面図である。
【図６】図１に示す半導体装置の下段側パッケージの構造を示す断面図である。
【図７】図４に示す半導体装置の下段側パッケージの構造を示す断面図である。
【図８】本発明の実施の形態１の変形例の半導体装置の構造を模式的に示す断面図である
。
【図９】本発明の実施の形態１の変形例の半導体装置の構造を模式的に示す断面図である
。
【図１０】図８に示す半導体装置を基板ごとに展開して構造を示す平面図である。
【図１１】本発明の実施の形態１の変形例の半導体装置の構造を模式的に示す断面図であ
る。
【図１２】本発明の実施の形態１の変形例の半導体装置の構造を模式的に示す断面図であ
る。
【図１３】図１に示す半導体装置の組み立てにおける内蔵チップの形成方法の一例を示す
部分断面図である。
【図１４】図１に示す半導体装置の組み立てにおける内蔵チップの形成方法の一例を示す
部分断面図である。
【図１５】図１に示す半導体装置の組み立てにおける内蔵チップの形成方法の一例を示す
部分断面図である。
【図１６】図１に示す半導体装置の組み立てにおける内蔵チップの形成方法の一例を示す
部分断面図である。
【図１７】図１に示す半導体装置の組み立てにおける内蔵チップの形成方法の一例を示す
部分断面図である。
【図１８】図１に示す半導体装置の組み立てにおける内蔵チップの形成方法の一例を示す
部分断面図である。
【図１９】図１に示す半導体装置の組み立てにおけるチップ埋め込み方法の一例を示す部
分断面図である。
【図２０】図１に示す半導体装置の組み立てにおけるチップ埋め込み方法の一例を示す部
分断面図である。
【図２１】図１に示す半導体装置の組み立てにおけるチップ埋め込み方法の一例を示す部
分断面図である。
【図２２】変形例のチップ埋め込み方法を示す部分断面図である。
【図２３】変形例のチップ埋め込み方法を示す部分断面図である。
【図２４】変形例のチップ埋め込み方法を示す部分断面図である。
【図２５】変形例のチップ埋め込み方法を示す部分断面図である。
【図２６】図１に示す半導体装置の組み立てにおけるチップ埋め込み方法の一例を示す部
分断面図である。
【図２７】図１に示す半導体装置の組み立てにおける内蔵チップの積層方法の一例を示す
部分断面図である。
【図２８】図１に示す半導体装置の組み立てにおける内蔵チップの積層後の基板の構造の
一例を示す裏面図である。
【図２９】図２８のＡ－Ａ線に沿って切断した構造の一例を示す断面図である。
【図３０】図１に示す半導体装置の組み立てにおける第１バンプ電極の取り付け後の構造
の一例を示す部分断面図である。
【図３１】変形例の第１バンプ電極の取り付け後の構造を示す部分断面図である。
【図３２】図１に示す半導体装置の組み立てにおける基板個片化及びテスト完了後の構造
の一例を示す断面図である。
【図３３】図１に示す半導体装置の組み立てにおける下側パッケージのテスト完了後の構
造の一例を示す部分断面図である。
【図３４】図１に示す半導体装置の組み立て完了後の構造の一例を示す部分断面図である
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。
【図３５】図１に示す半導体装置の組み立てにおける迎えはんだ形成時の構造の一例を示
す部分断面図である。
【図３６】変形例の下側パッケージのテスト完了後の構造を示す部分断面図である。
【図３７】変形例の下側パッケージのテスト完了後の構造を示す部分断面図である。
【図３８】変形例の下側パッケージのテスト完了後の構造を示す部分断面図である。
【図３９】変形例の半導体装置の組み立てにおける第１バンプ電極の取り付け後の構造を
示す部分断面図である。
【図４０】本発明の実施の形態２の半導体装置の構造の一例を模式的に示す断面図である
。
【図４１】図４０に示す半導体装置の上段側パッケージの構造を示す断面図である。
【図４２】図４１に示す上段側パッケージの基板の内部構造の一例を示す部分断面図であ
る。
【図４３】本発明の実施の形態３の半導体装置の構造の一例を模式的に透過して示す平面
図である。
【図４４】図４３に示す半導体装置の断面図である。
【図４５】本発明の実施の形態３の変形例の半導体装置の構造を模式的に透過して示す平
面図である。
【図４６】図４５に示す半導体装置の断面図である。
【図４７】本発明の実施の形態３の変形例の半導体装置の構造を模式的に透過して示す平
面図である。
【図４８】図４７に示す半導体装置の断面図である。
【符号の説明】
【０１０３】
　　１　ＳＩＰ（半導体装置）
　　２　第１メモリチップ
　２ａ　主面
　２ｂ　裏面
　２ｃ　第１電極パッド
　２ｄ　貫通孔
　　３　マイコンチップ
　３ａ　主面
　３ｂ　裏面
　　４　第１配線基板
　４ａ　主面
　４ｂ　裏面
　４ｃ　第１ボンディングリード
　４ｄ　端子
　４ｅ　第１内部配線
　４ｆ　第２内部配線
　　５　第２配線基板
　５ａ　主面
　５ｂ　裏面
　５ｃ　第２ボンディングリード
　５ｄ　内部配線
　５ｅ　第１距離
　５ｆ　第２距離
　５ｇ　端子
　５ｈ　他の内部配線
　　６　第２メモリチップ
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　６ａ　主面
　６ｂ　裏面
　６ｃ　第２電極パッド
　６ｄ　貫通孔
　　７　Ｓｉベース
　　８　デバイス層
　　９　ヒューズ
　１０　パッシベーション膜
　１１　絶縁層
　１２　シード層
　１３　レジスト膜
　１４　Ｃｕ電極
　１５　第１ベース基板
　１６　キャビティ
　１７　樹脂層
　１８　ダイボンド材
　１９　絶縁材
　２０　導体パターン
　２１　第２ベース基板
　２２　充填材
　２３　スルーホール配線
　２４　ビアパッド
　２５　中継パターン
　２６　パッド
　２７　レジスト膜
　２８　スペーサ基板
２８ａ　段差部
　２９　導体
　３０　第３メモリチップ
３０ａ　主面
３０ｂ　裏面
３０ｃ　貫通孔
　３１，３２　ＳＩＰ（半導体装置）
　３３　薄膜化デバイス
　３４　第１はんだバンプ（第１バンプ電極）
　３５　第２はんだバンプ（第２バンプ電極）
　３６　金バンプ
　３７　アンダーフィル
　３８　ワイヤ
　３９　封止体
　４０　メモリチップ
　４１　放熱板
　４２　接着剤
　４３　第３配線基板
　４４　第３はんだバンプ
　４５　マイコンチップ
　４６　はんだペースト
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